
犬の登録の届出 

飼い犬についての各種届出のご案内 
 犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき 犬の登録 及び 狂犬病予防注射 を受けさせなけ

ればなりません。 

（生涯に１度） 

                 

 

   （毎年１回） 

 

 

 

～以下の委託動物病院では、犬の登録・狂犬病予防注射・注射済票の交付ができます～ 

※注射料金は病院によって異なりますので、事前にご確認ください。 
※本市の集合注射を委託している熊本県獣医師会の会員獣医師がいらっしゃる動物病院は、 
○印で示しています。 

 

 
 

動物病院が発行する 狂犬病予防接種の証明書 と 交付手数料数料（500 円） を持参の

上、下記の担当課で届出を行ってください。注射済票を交付します。 

                         

 
・飼い犬が亡くなった場合（電話またはオンラインでの届出ができます） 
 ※オンライン申請は、右の QR コードを読み取るか、次の URL 
  https://logoform.jp/form/zis6/519736 にアクセスください。 
・飼い主の住所または氏名が変更になった場合 
・鑑札・注射済票をなくした場合（再交付手数料が必要です） 

委託動物病院名 
県獣医師会 

会員 
住   所 電 話 番 号 

赤 司 動 物 病 院  永碇町１２４８ ３４－７７５５ 

グリーンヒル動物病院  古閑上町１４６－１ ３０－７１１７ 

八代ペットクリニック ○ 上片町１０１９ ３２－２７２５ 

たくみ動物病院 ○ 鏡町下村１４２５－１ ４３－８０００ 

なかじま動物病院 ○ 氷川町鹿野１５８－４ ５２－０４６７ 

問合せ先 電話番号 問合せ先 電話番号 

環 境 課（エコエイトやつしろ管理棟 1 階） ３３－４１１４ 坂本支所 地域振興課 ４５－２２１２ 

千丁支所 地域振興課 ４６－１１０１ 鏡 支 所 地域振興課 ５２－１１１５ 

東陽支所 地域振興課 ６５－２１１１ 泉 支 所 地域振興課 ６７－２１１１ 

狂犬病予防注射 

上記の動物病院以外で接種した場合 （届出が必要です） 

その他の届出 （この届出は動物病院ではできません） 

 

 

 

 

 

 

・飼い犬が亡くなった場合 

  ・飼い主の住所、または、氏名が変更になった場合 

  ・鑑札・注射済票をなくした場合（再交付） 

 

犬に関する届出・問合せ先（担当課一覧） 

 

 

飼い主は、犬を取得した際、市町村に登録をしなければなり

ません（生後 91 日以上）。集合注射会場や下記の担当課、ま

たは委託動物病院で手続きを行い、鑑札の交付を受けてくださ

い。交付手数料３，０００円が必要です。 

また、交付された鑑札は、犬に必ずつけてください。 

飼い主は、毎年４月から６月末日までに、狂犬病予防注射を

受けさせる必要があります。４～５月の集合注射会場または動

物病院で注射を受け、注射済票の交付を受けてください。交付

手数料 500 円が必要です。 

また、交付された注射済票は、犬に必ずつけてください。 

 

犬に関する届出・問合せ先 （担当課一覧） 

 

 

 

 

 

 

・飼い犬が亡くなった場合 

https://logoform.jp/form/zis6/519736

